
広島市消費生活センターだより
第69号（R4年度 第8号）

※火曜日は広島県生活センターで相談を受け付けています。
　☎０８２-２２３-６１１１（月～金曜日 ９時～１７時（１２月２９日～１月３日と祝日は休館））

〒７３０-００１１　広島市中区基町６番２７号　アクア広島センター街８階
開館時間：１０時～１９時　休館日：毎週火曜日、１２月２９日～１月３日
☎０８２-２２５-３３００
広島市消費生活センター 相談無料

秘密厳守
です

困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

● 事業者が承諾なしに来訪し、買い取りの勧誘をすることは禁止されています。訪問を
承諾した場合でも、事業者は事前に買い取る物品の種類等を明示しなければなりませ
ん。予定していない物品の売却を急に勧誘されても、売却する予定のない物品は事業
者に見せないようにし、売却を要求されてもきっぱりと断りましょう。

● 買い取り業者は、買い取る物品の特徴や価格等が記載された契約書を交付する義務
があります。納得して売る場合でも、必ず契約書を受け取り、内容を確認しましょう。

● 訪問買い取りでは、契約書交付から８日間はクーリング・オフが可能です。また、クーリ
ング・オフ期間内は物品の引き渡しを拒否することができます。手放してよいか冷静に
考え、トラブルを防ぐためにも、物品をすぐに引き渡さず手元に置いておきましょう。

アドバイス

電話で「いらなくなったものはありませんか。靴でも服でも不要品を何でも買い取りま
す」と事業者から勧誘を受け、来訪を了承した。大掃除中に出てきた靴や服を用意した
が、それらには目もくれず、「指輪やアクセサリーなどの貴金属はありませんか」と言われ、
大切にしていたアクセサリーを強引に買い取られてしまった。

事　例

強引な訪問買い取り
に注意
強引な訪問買い取り
に注意


